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　新型コロナウイルス感染症の流行は、４年目を迎えることとなり、国内での累計感染者数は３

月末で3,347万人を超えましたが、海外からの入国制限の緩和や感染者・濃厚接触者の隔離・待機

期間の短縮、全国旅行支援の実施などにより経済活動の活性化が図られております。

　これまでコロナ対策として推奨されてきたマスク着用が緩和され、内外を問わず「個人の判断」

に委ねられることになったことに加えて、５月８日から感染症法に基づく分類が２類からインフ

ルエンザと同じ５類へ緩和されたことで、今後はさらに感染拡大防止と社会経済活動を両立させ

る取組が展開されるものと思います。

　ただし、ウイルスの感染力がなくなるわけではなく、日頃の感染予防の大切さは変わりません。

重症化しやすい高齢者らをどう守るかという課題も残りますが、３年に及ぶコロナとの長い戦い

に大きな節目を迎えることとなりました。

　変革期を迎えている不動産業界においては、所有者不明土地や増え続ける空き家の解消、地震

や台風・集中豪雨など自然災害対策、世帯構成の変化や多様化するライフスタイルへの対応、二

拠点居住の推進、既存住宅の流通促進、老朽マンションの建替え問題、不動産ＤＸの普及促進な

ど多くの課題に直面しています。

　とりわけ、社会全体のデジタル化が急速に進む中、契約の電子化への対応等、ＩＴ重説ととも

に、非対面取引の安全性や消費者保護に十分留意しながら、ＤＸの進展に向けた対応を進めてい

かなければなりません。加えて、全宅連が昨年リリースした電子契約システム「ハトサポサイン」

の円滑な運用を確保しながら、会員業務のデジタル化をサポートしてまいります。

　さらに、空き家対策等、既存住宅流通の活性化においては、引き続き控除制度の活用等を促進

しながら、自治体との連携の下、有効活用や地域活性化に向けた取り組みを進めてまいります。

　このような状況の下（このような情勢の中において）、本会は公益社団法人としての社会的役割

の重要性を踏まえ、宅地建物取引業の健全な発展に寄与するべく、「不動産に関する情報提供と社

会への貢献事業」「不動産啓発人材育成事業」「地域振興のための事業」の公益目的の３事業を中

心とした諸事業を適正に執行するとともに、会員業務支援の更なる充実のほか、安定した財政基

盤の維持・強化を図りながら、円滑な組織運営に努めるため、令和４年度事業計画を以下に策定

しました。

　

令和５年度事業計画書
自　令和５年４月１日
至　令和６年３月31日

報告事項２
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【公益目的事業１】
不動産に関する情報提供と社会への貢献事業

⑴　不動産流通情報システムの運用管理に関する事業
　　より広範かつ多数の物件情報を取引関係者が共有することにより、取引の一層の拡大
と不動産取引市場の透明化を図ることを目的に、宅地建物取引業法第34条の２第５項に
より国土交通大臣の指定を受けた指定流通機構である（公社）西日本不動産流通機構の
他、全４機構で運営している共通レインズへの物件登録に関して、消費者保護につなが
る物件情報の精度向上を図るとともに、システムの適正な運用管理に努める。

⑵　ハトマークサイト活用のための維持管理に関する事業
　　宅地建物の購入者等の利益を保護し、宅地建物取引の円滑な流通を促進するという観
点から、公的サイトとして、一般消費者の利便性向上を目的にハトマークサイトの適正
な運用管理に努める。
　　更に、情報提供活動としては、大規模災害時における被災者の住宅確保のため、当サ
イトを活用して入居可能な賃貸住宅の情報提供を行うなど、消費者の不動産取引に関す
る知識習得を促進し、公正で公平な取引の増進及び活性化による国民生活の安定向上に
努める。

⑶　レインズシステム、ハトマークサイトへの物件登録促進に関する事業
　　取引に際して必要な情報を消費者に的確に提供するとともに消費者からの情報提供の
要求に迅速に対応するため、レインズやハトマークサイトへの物件登録を促進し、登録
件数を増加させ、消費者がより希望物件に叶ったものを迅速に見つけることができるよ
うにすることで、消費者の利益確保に努める。

⑷　レインズシステム・ハトマークサイトに関する研修事業
　　消費者が求める情報を迅速且つ的確に提供できるようレインズシステムやハトマーク
サイトに関する研修会等を開催し、円滑な不動産情報の流通に努める。

⑸　レインズ、ハトマークサイト等のシステム及び関連するシステムの構築に関する調査
研究
　　より良いシステムを構築することが消費者へのより良い情報の提供に繋がるという認
識のもとに、他の流通機構を視察、意見交換等を行う中で、有効的な手法等を取り入れ
ることで、システムの充実を図る。

⑹　流通システム広報業務
　　広報誌、ホームページ、新聞等を活用し、（公社）西日本不動産流通機構の構成団体と
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して、会員に対してはレインズの適正な利用を促し、一般消費者に対してはレインズ並
びにハトマークサイトの利用方法等を周知する。

【公益目的事業２】
不動産取引啓発人材育成事業

⑴　不動産に関する相談事業
　　不動産取引について何らかの疑問やトラブルを抱えた一般消費者等からの相談に対し、
専門的立場から適切な助言等を行うことにより一般消費者の利益の擁護又は増進に寄与
し、ひいては公正な不動産取引の確保及び促進並びにその活性化による国民生活の安定
向上を図るため以下の事業を行う。

　〇　不動産無料相談所の定期開設事業
　　　電話、来所による相談受付は不動産会館において事務局職員が平日午前９時から午

後５時まで行い、相談員による対応が必要な案件については毎週金曜日（第５・祝日
を除く）、午後１時から４時まで協会相談員が応じる。

　〇　公共施設での不動産無料相談所の開設
　　　徳島市役所では毎月第二木曜日・第四火曜日、鳴門市役所では毎月第三火曜日、阿

南市役所では毎月第二火曜日に相談員を派遣し、地元住民の不動産に係る相談に応じ
る。

　　　また、徳島市、鳴門市、阿南市以外での相談所開設に向け各市町村に対し積極的な
働きかけを行い、県民の利益擁護に務める。

　〇　相談員に対する研修事業
　　　宅地建物取引業法関連の法令改正のみならず、不動産取引に関連する民法、借地借

家法等に関する研修会を開催し、相談員の資質と業務処理の向上を図る。

⑵　会員の指導事業
　　会員の事務所において業務の執行状況を調査し、宅地建物取引業の適正な運営を確保
する必要があるときは、適切な指導と助言を行う。

⑶　会員の研修事業
　　宅地建物取引業に関しては、その業務の適正な運営と取引の公正の確保が要求される
ものであり、そのためには常に専門的知識の習得が必要不可欠であり、その知識をもっ
て依頼者等の利益の確保と宅地建物の流通の円滑化を図ることを担保するため以下の研
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修事業を実施する。

　〇　宅地建物取引業者対象研修会の実施
　　　新たに制定された法律、制度及び行政機関からの要請に基づく業界関連の周知事項、

契約書及び重要事項説明書の書き方等についての研修を実施する。

　〇　新規入会者対象研修会の実施
　　　宅地建物取引業法を中心に業者として遵守すべき事項を一定のカリキュラムで実施

する。

　〇　従業者対象研修会の実施
　　　日々の業務の中で中心的役割を担って活動を行っている従業者に対し、宅地建物取

引業者としての社会的使命等の倫理面を中心に研修を実施する。

　〇　不動産業新規開業支援セミナーの開催
　　　これから不動産業を始めようとする人を対象に、宅地建物取引業務の基礎知識、開

業に向けての準備、協会組織の説明と入会のメリット、現役不動産業者の体験談、個
別相談の実施等を内容としたセミナーを開催することで、協会の正しい理解と入会の
促進を図り、更には新規入会者に対しては徹底した研修体制の中で消費者保護に徹す
る会員育成に努める。

⑷　公正な不動産取引推進事業
　　不動産取引を適正に推進するため、全宅連四国地区連絡懇話会及び全宅連中国・四国
地区連絡会において不動産取引の活性化に繋げるための諸問題を検討協議するとともに、
四国地区不動産公正取引協議会への協力活動により、不動産公正競争規約を遵守した不
動産広告の表示の徹底を図ることによって一般消費者の利益の擁護を図る。

⑸　宅地建物取引士法定講習事業
　　消費者に対し、不動産購入等の意思決定する段階で必要な重要事項を専門的見識から
説明を行う宅地建物取引士に対して、宅地建物取引業法施行規則第14条の17に基づく徳
島県知事が指定する講習団体として適正な講習を実施する。

⑹　宅地建物取引士証交付事業
　　宅地建物取引業法第22条の２に基づく宅地建物取引士証の交付に関し、徳島県との契
約に基づき、同証の受付窓口としての業務及び同法第22条の３に基づく取引士証有効期
間の更新に関する対象者への連絡業務を行う。
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⑺　宅地建物取引士資格試験受託業務
　　試験実施に際しては、何よりも公平、公正を期することが重要であり、そのためには
試験に直接携わる監督員に対し徹底的な研修を行い、不正受験の皆無を目指すことで、
真に取引士として相応しい能力のあるものを輩出することが一般消費者の利益の擁護に
繋がるとの観点に立ち、徳島県における宅地建物取引士資格試験の実施に関する受付か
ら試験実施までの下記受託業務を適正に行う。
　　・会場確保
　　・申込案内の配布
　　・各種照会への対応
　　・受験申込受付
　　・試験本部員、監督員、本部補助員の手配及び説明会の開催
　　・試験地における各公共機関との連絡調整
　　・試験当日の事務
　　・合格発表に関する事務

【公益目的事業３】
地域振興のための事業

⑴　徳島県と提携の「大規模災害時における民間賃貸住宅の媒介に関する協定書」の内容
に対応する態勢の整備に関する事業
　　徳島県地域防災計画に基づき、徳島県が本会に対し大規模災害時における民間賃貸住
宅の媒介に関して協力を求めてきたときに、当会が民間賃貸住宅の情報提供を行うとと
もに、被災者への媒介を無報酬で行うことを取り決めたもので、正に不特定多数の者の
利益の増進に寄与する事業として、適正な連絡網の確立と正確な情報の把握に努める。

⑵　公共事業を実施する国・県・市・町等が事業用地に係る収用対象者に対し、用地提供
者が代替地を希望する場合、本会と締結した協定書に基づき代替地情報を提供する事業
　　公共用地の収用者支援事業として、また公共事業の実施主体にとっては迅速な事業実
施に繋がることであり、そのためには常により多くの物件情報が必要であり、精度の高
い情報収集を行うことにより、不特定多数の者の利益の増進に努める。

⑶　民間賃貸住宅の有効活用に関する業務
　　南海・東南海地震をはじめとする大規模災害発生時に大量の災害公営住宅需要が発生
することが予測されること、老朽化の進んでいる公営住宅、耐震基準を満たしていない
公営住宅の建て替え時、過疎地での定住促進やＵＪＩターン等のための公営住宅需要の
発生が予測されるなかで、当会が県下一円の空室を調査、収集し、必要に応じて情報提
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供することで不特定多数の者の利益の増進に寄与する事業として、データの精度を高め
るための施策に努める。

⑷　空き家・空土地の有効活用のための無料相談所の定期開設事業
　　徳島県における空き家率が全国的にも非常に高く、且つ老朽化による倒壊の危険性の
ある空き家が年々増加している中で、そうした空き家・空土地の活用方法が分らず、相
談するところもないまま放置している人たちのために、さまざまな疑問、質問等に応え
るための無料相談所を開設し、毎週金曜日（第５・祝日を除く）、午後１時から４時まで
協会相談員が応じ、空き家・空土地の有効的活用に供するとともに、大規模災害時の二
次災害の防止に繋げる。

⑸　安心して暮らせる地域環境づくりに関する業務
　〇　徳島県警察本部との「地域の安全対策に関する覚書」締結に係る事業
　　　アパート・マンション等の仲介、管理を行っている会員業者を通して、一人暮らし

の女性等を対象とした犯罪予防に努める。

　〇　暴力団等反社会的勢力排除に関する事業
　　　徳島県の「暴力団排除条例」に基づき、不動産売買並びに建物賃貸借等の不動産取

引において暴力団等反社会勢力の介入防止に努める。

　〇「こども110番」等社会的弱者への対応
　　　徳島県警察本部と協力対応している「こども110番」活動を通して、こどもの犯罪防
止に務めるとともに、高齢者、障がい者等、社会的弱者が安心して暮らせる快適な住
環境の整備に努める。

【その他の事業】
会員業者支援事業（他１）

⑴　宅地建物取引業者免許申請受付業務
　　〇新規免許受付業務
　　〇免許変更・更新受付業務
　　〇免許更新該当者データの管理

⑵　会員のパソコン利用・普及に関する業務

⑶　広報誌発行業務 
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⑷　各種契約書等の検討業務

⑸　既存住宅物件のインスペクション（現況調査）事業の促進

会員研修業務（他２）

　　会員のみを対象とした研修会の開催

福利厚生事業（他３）

⑴　共済制度に関する業務
　　〇がん保険・全宅連厚生年金基金等

⑵　提携事業に関する業務
　　〇宅建ファミリー共済、取引士賠償責任保険制度等

⑶　親睦・福利厚生に関する事業
　　〇親睦旅行・宅建ゴルフ・新年互礼会等

【収益事業】
物品販売事業（収１）

⑴　統一領収書、報酬額表、業者票等頒布品販売業務
⑵　免許申請・法定講習等に係る県証紙販売業務

【法人管理】
円滑な会務運営の実施

関係団体の行う諸事業への協力

健全な財務運営と適正な経理処理


